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私は、議案１７件、請願２件、陳情１６件について委員長報告に決することに反対、さらに発議４件について反対

する立場で討論をおこないます。 

 まず、議第１号「平成２６年度岡山県一般会計予算」ですが、反対する理由の第１は、従来から指摘している広域

水道企業団の「余り水」への支出、過大な港湾開発や学力テストなど容認できない内容が相変わらず含まれている

ことです。第２は、県民誰もが充実を求める教育の分野ですが、学校と子どもを競争にあおりたてる「学力テスト・たし

かめテスト」に加え、一般質問でも氏平議員が指摘しましたように、ニンジンぶらさげ方式で教育と言うに値しない「頑

張れ学校応援事業」の問題、不登校出現率削減の目標を設定して「登校支援」をおこなうことで、不登校の子どもや

家族に深い傷を負わせかねない問題、「学校警察連携室」の設置は、非行防止・規範意識の向上に名を借りて、力

づくで子どもを抑える危険をはらんでいる問題、これらの中止あるいは抜本的な見直しを求める立場から反対するも

のです。第３は、産業振興に関してですが、大企業や力のあるところには各種支援をおこなう一方で、厳しい経済状

況の影響を受けながらも地域のためにと一生懸命頑張っているところへの支援はほとんどないか、あまりにも貧弱と

いう問題、そして第４は、悪政の影響をもろに受けて苦しくなっている県民の暮らしを支援する県独自の施策がほと

んどなく、障害者医療費公費負担制度など命に関わる制度さえも、厳しい財政を理由に改善しようとしないことに、

強く異議を唱えるものです。 

以上が、来年度予算に反対する理由ですが、関連する議第８号、１１号、１８号および６６号、今年度予算の最終

補正である議第１４２号および議第１５０号についても、同様の理由で反対いたします。 

 

 次に、消費税増税に伴う料金改定を求める諸議案のうち議第３０号、３７号、３８号、５２号、５９号、６４号および６５

号についてです。これらの条例には、きらめきプラザ、天神山プラザ、生涯学習センター、総合運動公園等の施設

利用料が含まれています。文化、スポーツ、生涯学習等、行政がおこなわなければならない県民サービスにまで増

税分を転化するべきではないと考え、反対いたします。 

 ４月からの消費税増税は社会保障と財政再建が目的と言われていますが、社会保障は、この間の生活保護の給

付削減、年金の給付削減、介護・医療の負担増などにみられるように、改悪の連続です。今後も、すでに決定された

社会保障制度改革にも改悪のプログラムが目白押しです。国の財政は、首都圏を中心にした巨大開発を推し進め

る結果、国債発行額はさらに増え、深刻さを増しています。国民には増税を押しつけながら、儲けている大企業には

減税が行われる計画です。結局、消費税の増税は、社会保障の充実を口実に、庶民からお金を吸い上げ、ゼネコ

ン・大企業への大盤振る舞いを続ける以外何物でもないことが明白です。 

 大企業がもうかればやがて国民のもとにも流れてくるという、いわゆる「トリクルダウン理論」に歴代政府がしがみつ

いてきた結果、日本の経済も財政も、社会保障や国民のくらしも最悪の事態に追い込んでしまいました。大企業の

利益は、内部留保を増やすだけで、そこで働く労働者にも、下請けの企業にさえ十分まわしてこなかったのです。い

まこそ国民の暮らしを直接あたためる改革が必要です。大企業の内部留保のごく一部でも、労働者の賃金や下請け

単価の向上に使うよう政治が手腕を発揮するべきです。社会保障を充実し、将来の安心が保障できるようにするべ

きです。その財源は、アメリカでもおこなっているように儲けているところに応分の負担を求めるべきであって、庶民の

暮らしを痛めつける消費税に頼るべきではありません。国民の暮らしをあたためる方向に転換することが、暮らしを良

くし、経済も、財政も、好循環をつくり出す最も大きな力になります。以上の理由から、４月からの消費税増税分の負

担を県民に求める条例案に反対いたします。 



  

 次に議第６２号「県立学校授業料徴収条例等の一部を改正する条例」についてです。２０１２年９月、当時の政府は

国際人権Ａ規約１３条の留保を撤回し、中等・高等教育、つまり高校・大学等の無償化が、憲法９８条にもとづいて

「誠実に遵守」されるべき条約となりました。これは教育の機会均等を定めた憲法の理念とも合致する大きな前進で

した。ところが、現在の安倍内閣のもとで、高校無償化に所得制限が導入されました。これは、憲法と国際条約に逆

行するものであり、断固反対です。その立場から本条例にも反対するものです。 

 

 次に委員長報告で不採択とされた陳情第１０５号および１１３号、特定秘密保護法の抜本的な見直しあるいは廃止

を求める陳情の採択を求めます。 

 特定秘密保護法案をめぐる国民の大きな反対の声を無視し、政府は昨年末の国会でこれを強行成立させました。

そもそも国の情報は主権者である国民のものであり、一部の政治家や官僚のものではありません。ところが、特定秘

密保護法は政府が恣意的に情報を秘密指定でき、永久に非公開にすることも可能にしました。これにより、国民の

知る権利が奪われ、民主主義の根幹が揺るがされることになります。マスコミ関係者はじめ多くの文筆家らがいち早

く反対の声をあげたのは当然のことです。 

 また、特定秘密保護法の具体化が国家安全保障会議の設置、集団的自衛権の行使ができるよう憲法を変えようと

いう動き、戦争する国づくりを推し進める動きと一体にすすめられていることです。また歴史の真実を歪曲し戦争を正

当化あるいは美化するきな臭い動きも軽視できません。これら一連の動きも踏まえ、平和と民主主義を守る立場から

本陳情の採択を求めるものです。 

 

 次に発議第１２号、これまで期末手当を除く１０％カットしてきた議員報酬を５％カットにあらためる条例案（自民党

県議団、民主県民クラブ、公明党の提案）に反対します。県財政を困難な状況にしてしまったのは、その原因となる

予算を提案してきた県執行部の責任とともに、それを追認してきた県議会の責任も同様に問われなければなりませ

ん。依然として厳しい県財政の状況を考えれば、県議会としてせめて従来の１０％削減を継続するべきだと考えます。

あわせて、議員自らが襟を正す改革をすすめる観点から、政務活動費の半減、海外旅費の支出中止、これらによっ

て議員１０人分にあたる約１億６０００万円の経費を削減することも提案いたします。 

 

 次に議員定数を見直す発議第１３号、１４号および１５号いずれにも反対いたします。議員定数の見直しは、人口

の変動により生じる「１票の格差」を是正し、選挙権の平等を保障するためにおこなうものです。また、議会の役割、

議員の役割は、住民の多様な意思を反映するとともに、行政執行を住民目線でチェックすることであり、議員定数の

見直しは。議会の役割を十分発揮するためにはどのくらいの議員が必要かを基本に検討するべきであって、削減す

るための見直しであってはならないと考えます。そういう見地で格差２倍を超えている選挙区の解消をはかるため、

日本共産党県議会議員団は「３増１減」で現行定数を２増やす見直し提案をおこないました。残念ながら発議はでき

ませんでしたが、現時点では私どもの案が最適と考えますので、発議された３つの案にはいずれも反対するもので

す。 

 

 最後に発議第１６号、民主県民クラブ、公明党、県民・緑のみなさんと共同提案いたしました政務活動費の全領収

書を公表する条例案についてです。政務活動費は議員自らが規定に基づいて支出するものですが、原資は県民の

貴重な税金です。税金である以上、どのような活動に使ったのか、すべてを明らかにするのは議員に課せられた当

然の責務です。よって、発議第１６号にすべての議員のみなさんの賛同を求め、討論といたします。 

  


